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二 、
出
土
し
た
漆
紙
文
書
に
つ
い
て

三
号
文
書

--ヽ
形

3 号文書

状

本
漆
紙
は 、
二
陪
に
重
な
り 、
さ
ら
に
小
断
片
が
散
乱
し
た
状
態
で
出
土
し
た 。
出
土
状
況
を
記
録
し

た
写
真
を
参
考
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
層
の
断
片
を
接
合
し
た
上
で 、
二
層
の
重
な
り
方
の
位
置
関
係
か
ら

考
え
て 、
一
枚
の
フ
タ
紙
を
漆
付
着
面
を
内
側
に
し
て
大
き
く

二
つ
折
り
し 、
さ
ら
に
そ
の
折
り
目
の
端

を
何
度
か
小
さ
く

折
っ
て
廃
棄
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き 、
直
径
約
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
フ
タ
紙
に

復
原
す
る
こ
と
が
で
き
た 。
文
字
は
フ
タ
紙
の
オ
モ
テ
面
に
検
出
さ
れ
た 。
出
土
状
況
を
記
録
し
た
写
真

は 、
断
片
接
合
や
形
状
復
原
に
際
し
て
の
重
要
な
参
考
資
料
と
な
る
た
め 、
今
後
も
各
遺
跡
で
の
発
掘
作

業
の
過
程
で
は 、
漆
紙
を
取
り

上
げ
る
前
に 、
断
片
の
散
乱
状
況
を
記
録
し
た
ス
ケ
ー

ル
を
入
れ
た
原
色

に
近
い
写
真
を
撮
影
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
る 。

な
お 、
文
字
を
正
位
に
見
た
際
の
文
書
面
左
下
隅
が
直
線
的
に
斜
め
に
切
り

落
と
さ
れ
て
お
り 、
フ
タ

紙
と
し
て
の
使
用
後
に
切
り

落
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う 。
ま
た 、
二
つ
折
り

状
態
の
下
陪
側
に
は 、
オ

モ
テ
面
に
部
分
的
に
木
目
の
痕
跡
が
あ
り 、
漆
が
乾
く

前
に
木
片
に
接
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る 。

こ
れ
ら
の
点
は 、
漆
紙
が
廃
棄
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
考
え
る
上
で 、
今
後
の
検
討
課
題
と
な
る
で
あ
ろ

う 。
紙
背
文
書
の
存
在
に
つ
い
て
は一
部
確
認
で
き
る
が 、
現
段
階
で
は
未
調
査
で
あ
る 。

〔
巻
末
に
実
大
の
赤
外
線
テ
レ
ビ
写
真・
見
取
り
固
を
掲
載〕

第12図

二 、
釈

文

小
子

年
口

年
伍
拾
歳

陸
拾
伍
歳

少正

丁

二

老

女

上
件
十
口
従
白
麻
呂
口

，

 



図13 文字瓦（宮城県田尻町木戸瓦窯跡）
「口郡仲村郷他辺里長

二百長丈部砦人」

木簡 （多賀城跡 ・ 第44次調査出土
第29号）

「 年□九左頬黒子
丈部大麻呂

陽日郷/11合里 」
文字瓦は多賀城創建期に属する もの、

木簡も多賀城創建期に伴う 政庁南面道路
の石組暗渠裏込め土から出土した。 いず
れも郷里制施行下の遣物であ り 、 多賀城
の創建年代を示す考古学的資料と して共
重なものである。

図14

ロ
登
拾
不
□

口

正
丁

男一
庫
戎

10 

二
緑
児

口
陸
女

課
見
半
輸

財
部
小
里
年
伍

伍
歳

妻
財
部
古
祢
賣
年
伍
拾
陣
歳

男
財
部
得
麻
呂
年
戴
拾
玖
歳

男
財
部
真
得
年
戴
拾
伍
歳

女
財
部
得
刀
自
賣
年
拾
伍
歳

女
財
部
真
得
賣
年
拾
戴
□

ロ
ロ

nLJ
賦

正
丁
課
戸

丁
妻

,. 

丁
割
附
騨
家
里
戸
主
丈
部
祢
麻
呂
為
戸

丁

三、
内

容

正
倉
院
文
書
お
よ
び
近
年
出
土
の
漆
紙
文
書
に
見
ら
れ
る
種
々
の
帳
簿
の
例
に
照
ら
し
て
み
る
と 、
本

文
書
は 、③ ② ① 

戸
の
内
訳
の
統
計
的
記
載

縮尺約X

戸
主
以
下
の
名
前・
年
齢
等
を
記
し
た
歴
名
記
載

年
度
内
の
異
動
事
由
を
記
し
た
別
項
記
載

の
三
つ
に
該
当
す
る
部
分
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て 、
計
帳
と
み
て
問
題
は
な
い 。
計
帳
は 、
戸

籍
と
並
ん
で 、
古
代
の
律
令
政
府
が
人
民
を
掌
握
す
る
た
め
に
作
成
し
た
文
書
で
あ
る 。
戸
籍
が
六
年
ご

と
に
作
ら
れ 、
班
田
収
授
を
行
っ
た
り

氏
姓
を
正
し
た
り
す
る
原
簿
と
さ
れ
た
の
に
対
し 、
計
帳
は
課
役

（
調・
甜・
雑
係
な
ど）
を
徴
発
す
る
た
め
の
台
帳
と
さ
れ 、
毎
年
作
成
さ
れ
た 。

本
計
帳
は 、
一
三
行
分
が
残
存
し
て
い
る 。

本
計
帳
の
年
代
に
つ
い
て
は 、
九
行
目
下
部
の
注
記
部
分
に
見
え
る
「m
知m」
の
記
載
か
ら 、
郡
里

制
（
七
0
I

 

....-
七―
四
年）
及
び
郷
里
制
（
七一
五
S

七
四
0
年）
の
下
で
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る 。
す
な
わ
ち 、
本
計
帳
は
天
平
十
二
年
（
七
四
O)

以
前
の
計
帳
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う 。

現
存
の一
S

四
行
目
は 、
い
わ
ゆ
る
戸
の
増
益
（
戸
内
の
口
数
の
増
加）
や
減
損
（
口
数
の
減
少）
に



3 号文書見取図図15

関
わ
る
別
項
記
載
と
み
ら
れ
る 。
四
行
目
下
部
に
見
ら
れ
る
「
上
件
十
二
□
従
白
麻
呂」
は 、
四
行
目
以

前
に
列
挙
さ
れ
た
十
二
人
が
白
麻
呂
に
従
っ
て
共
に
移
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る 。
た
だ
し 、
増
益
と

減
損
の
ど
ち
ら
で
あ
る
か
は 、
こ
の
部
分
の
み
か
ら
で
は
両
様
の
可
能
性
が
残
る 。
当
初
は
「
十
□」
と

し
て
口
数
を
誤
っ
て
記
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に 、
後
に
「
十」
の
右
下
に
「
二」
を
追
記
し
て
訂
正
し
て

い
る 。
「
白
麻
呂」
の
次
の
文
字
は 、
そ
れ
ま
で
の
文
字
に
比
べ
て
墨
色
も
薄
く 、

文
字
も
や
や
大
き
い
た

め 、
作
成
後
の
何
ら
か
の
記
入
の
痕
跡
の
可
能
性
も
あ
り 、
内
容
と
し
て
は
「
上
件
十
二
口
従
白
麻
呂」

ま
で
で
完
結
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る 。

五
S

六
行
目
は 、
課・
不
課
の
口
数
と
そ
の
内
訳
に
つ
い
て
の
統
計
的
記
載
で 、
復
原
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
で
あ
ろ
う 。

n
LJ
口
登
拾

蘊

口
國
男一

昇

回
口
課
見
半
輸

口
正
丁

二
緑
児

口
陸
女

※
五
行
目
の
書
き
出
し
位
招
は、
六
行
目
に
合
わ
せ
て
想
定 。

※
六
行
目
は、
割
り
田
き
「
正
丁」
の
上
を
字
配
り
か
ら
み
て一
文
字
と

判
断
し、
「
諌」
の
上
は
数
字
一
文
字、

ま
た
そ
の
上
に
は
書
式
か
ら
み
て
「
口」
の
字
が
あ
る
も
の
と
想
定
し
た。

こ
の
内
容
を
模
式
的
に
示
す
と 、
次
の
よ
う
に
な
る 。

「
者
老
(
66
歳
以
上）

10
人

口
4

人

小
子
(
4
S

訪
歳）

？・
人

輸）

1
人

1
人

2
人

正
丁
(
21
s

60
歳）
？
人

□
数
の
総
計
は 、
欠
損
部
分
に
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る 。

七
行
目
以
下
は 、
戸
主
以
下
の
歴
名
記
載
で
あ
る 。
七
行
目
の
人
物
は
戸
主
に
あ
た
り 、
最
上
の
界
線

11 
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の
位
憐
と
こ
の
行
の
字
配
り
か
ら
考
え
て 、
他
の
行
よ
り
も一
段
高
い
位
置
か
ら
「
戸
主
財
部
小
里
年
伍

拾
伍
歳

正
丁
課
戸」
と
書
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る 。
ま
た 、
八
sー

ニ
行
目
に
よ
っ
て 、
こ
の
戸

の
他
の
構
成
員
と
し
て
妻
と
子
供
四
人
（
男
二
人 、
女
二
人）
が
確
認
で
き
る 。

以
上
の
三
つ
の
部
分
の
関
係
に
つ
い
て
は 、
別
項
記
載
は
歴
名
記
載
の
後
に
記
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
ら
れ
る
の
で 、
一
ー

四
行
目
と
七
行
目
以
下
と
は
別
々
の
戸
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
ろ
う 。
し
か
し 、

五
S

六
行
目
の
統
計
的
記
載
に
つ
い
て
は 、
問
題
が
残
る 。

正
倉
院
文
む
中
の
計
帳
で
は 、
戸
の
内
訳
の
統
計
的
記
載
は
各
戸
の
歴
名
記
載
の
前
に
記
し
た
場
合
し

か
見
ら
れ
な
い
が 、
そ
の
場
合
に
は
各
戸
の
冒
頭
に
「
戸
主
某
戸」
の
よ
う
に
必
ず
戸
主
の
名
前
を
記
し

て
い
る 。
本
計
帳
で
は 、
五
行
目
上
部
が
欠
損
し
て
い
る
た
め
こ
の
点
を
確
認
で
き
な
い 。
仮
に
こ
の
欠

損
部
分
に
「
戸
主
財
部
小
里
戸」
と
あ
り 、
七
行
目
以
下
の
戸
の
冒
頭
部
分
で
あ
っ
た
と
す
る
と 、
統
計

的
記
載
と
の
間
を
改
行
す
る
こ
と
な
く
続
け
て
い
る
こ
と
に
な
り 、
ま
た
口
数
の
統
計
も
記
し
て
い
な
い

こ
と
に
な
る 。
こ
う
し
た
書
式
は
他
の
例
に
は
見
ら
れ
な
い 。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば 、
本
計
帳
の

場
合
に
は 、
別
項
記
載
の
さ
ら
に
後
の
末
尾
に
統
計
的
記
載
を
配
置
し
た
書
式
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る 。
従
っ
て 、
五
S

六
行
目
に
つ
い
て
は 、
七
行
目
以
下
の
戸
の
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
可
能
性
と 、
四
行

目
以
前
の
戸
の
末
尾
部
分
で
あ
る
可
能
性
の
両
様
を
考
え
て
お
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う 。

本
計
帳
で
最
も
注
目
す
べ
き
点
は 、
九
行
目
下
段
の
注
記
「
割
附
騨
家
里
戸
主
丈
部
祢
麻
呂
為
戸」
で

あ
る 。
「
割
附」
の
語
に
つ
い
て
は 、
こ
れ
が
本
計
帳
の
戸
か
ら
の
転
出
な
の
か 、
そ
れ
と
も
こ
の
戸
へ
の

転
入
な
の
か 、
他
の
籍
帳
類
の
用
例
と

比
較
し
て
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
（
表
l) 。

い
わ
ゆ
る
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
〔
和
銅
元
年
（
七
0
八） 、
回
23〕
で
は 、
損
の
例
と
し
て
「
移
出」
「
移

往」
「
嫁
出
往」
の
語
が
あ
り 、

益
の
例
と
し
て
「
移
来」
の
語
が
あ
る 。
「
出」
「
往」
や
「
来」
と
い
っ

た
用
字
が
あ
れ
ば 、
そ
れ
ぞ
れ
が
損
と
益
の
ど
ち
ら
を
示
す
も
の
か
は
容
易
に
判
断
で
き
よ
う 。
周
防
国

玖
珂
郡
玖
珂
郷
戸
籍
（
延
喜
八
年 、
九
〇
八）
で
は 、
損
の
例
と
し
て
「
割
往」 、
益
の
例
と
し
て
「
割
来」

が
使
わ
れ
て
い
る 。
「
割」
は
損
益
い
ず
れ
の
場
合
に
も
使
わ
れ
う
る
用
字
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う 。
こ

こ
で
注
目
す
べ
き
例
は 、
山
背
国
愛
宕
郡
出
雲
郷
計
帳
〔
神
亀
三
年
（
七
二
六） 、
正
倉
院
文
書・
正
集―

12 

表 1



図16 山背国愛宕郡出雲郷計帳
末尾に転出 した旨の記載がみえる。

二 、
固
16〕
の
次
の
記
載
で
あ
る 。

「
右
七
人 、
割
来
附
余
戸
郷
戸
主
宍
人
荒
海
戸
口」

（「
大
日
本
古
文
書
j

「
右
人 、
割
附
大
野
郷
戸
主
服
部
連
阿
問
戸 、
随
夫」

（「
大
日
本
古
文
書
j

一
例
目
は
七
人
が
当
該
戸
に
転
入
し
た
こ
と
を 、
二
例
目
は
夫
に
随
っ
て
当
該
戸
か
ら
転
出
し
た
こ
と
を

示
し
て
い
る 。
出
雲
郷
計
帳
で
は 、
「
割
来
附」
が
益
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て 、
「
割
附」
は
損
を
示

す
用
語
で
あ
る 。
「

出」
「

往」
が
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も 、
単
な
る
「
割
附」
で
損
を
示
す
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う 。
こ
う
し
た
例
か
ら
み
て 、
「
割
附」
は 、
財
部
得
麻
呂
が
本
計
帳
の
財
部

小
里
の
戸
か
ら
割
か
れ
て
駅
家
里
の
戸
主
丈
部
祢
麻
呂
の
戸
に
附
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
よ
う 。

そ
し
て 、
戸
の
編
成
の
上
で
は 、
駅
家
里
に
移
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で

ー
ー

三
六一
頁）

一
—

三
八
0
頁）

あ
る 。

え
き
こ

近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば 、
駅
戸
編
成
の
大
き
な
特
色
と
し
て
駅
家
そ
の
も
の
を
本
貫
と
し
て
集
団
的
に

編
成
さ
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ 、
そ
の
編
成
は
人
為
的・
可
変
的
な
も
の
で
政
策
的
な
規
制
力
が
強
く 、
駅

え
き
し

戸
集
団
の
駅
子
数
の
増
減
に
応
じ
た
造
籍
年
ご
と
の
再
編
成
が
律
令
制
施
行
当
初
以
来
繰
り
返
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
こ
と 、
ま
た
駅
戸
集
団
の
設
定
に
は
強
制
的
移
住
を
伴
う
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
永
田
英
明
「
駅
家
経
営
の
特
質
に
つ
い
て」
「
古
代
交
通
研
究
j

第
二
号 、
一
九
九
三
年
六
月） 。
こ
の
よ
う
な
駅
戸
編
成
に
つ
い
て
の
見
解
は 、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
文
献

史
料
及
び
戸
の
編
成
原
理
の
援
用
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が 、
本
計
帳
の
「
割
附
騨
家
里
戸
主

丈
部
祢
麻
呂
為
戸」
の
記
載
は 、
駅
戸
が
人
為
的
に
編
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
新
た
な
史
料
と
言っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う 。
し
か
も 、
割
附
さ
れ
た
人
物
が
二
十
九
オ
で
正
丁
で
あ
る
点
も 、
駅
子
と
さ
れ
た
と
考
え

て
矛
盾
は
な
い 。
な
お 、
こ
の
九
行
目
に
は 、
人
名・
年
齢
を
記
し
た
部
分
と
「
割
附」
以
下
の
注
記
部

分
と
の
間
に
墨
に
よ
る
合
点
が
見
ら
れ 、
何
ら
か
の
他
の
帳
簿
と
の
照
合
の
痕
跡
と
も
考
え
ら
れ
る 。

以
上
の
よ
う
な
考
察
を
踏
ま
え 、
可
能
な
範
囲
で
本
計
帳
の
記
載
を
想
定
復
原
す
れ
ば 、
次
の
よ
う
に

な
る 。

13 



計帳 （鹿の子C遺跡出土第95
号漆紙文書）

統計的部分を伴わない歴名部分。
こ の様式のも のが各郡家で纏 め ら
れ、 国府へ送 られる。

図17

縮尺約X
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上
件
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口
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D
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口
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口
圏
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緑
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回
口
課
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半
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口
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固財
部
小
里
年
伍
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伍
歳

妻
財
部
古
祢
賣
年
伍
拾
碑
歳

男
財
部
得
麻
呂
年
戴
拾
玖
歳

男
財
部
真
得
年
戴
拾
伍
歳

女
財
部
得
刀
自
阿
年
拾
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歳

女
財
部
真
得
賣
年
拾
煎
圏
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ロ口
戴
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小
子

少
口

正
丁

口
陸
女

正
丁
課
戸

� 

丁
妻

固

丁
割
附
繹
家
里
戸
主
丈
部
祢
麻
呂
為
戸

国
丁

ロ
ロ

ロ
ロ

ロ
ロ

※一
S

四
行
目
の
害
き
出
し
位
誼
は 、
界
線・
字
配
り
か
ら
想
定 。

※
五
S

六
行
目
に
つ
い
て
は
先
述 。

※一
ー
・―

二
行
目
の
年
齢
区
分
は、

※
-

l二
行
目
も
想
定
に
よ
る。

一
応
妻
妾
の
場
合
を
考
慮
し
て
「
D
□
J

と
し
た 。

計
帳
は 、
一
国
ご
と
の
戸
数•
口
数
に
関
す
る
統
計
的
文
書（「
目
録」）
と 、
戸
口
歴
名
文
書（「
歴
名」）

の
両
者
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り 、
後
者
の
戸
口
歴
名
文
書
に
は
さ
ら
に
二
つ
の
段
階
が
想
定
さ
れ
る 。

ま
ず
第一
段
階
は 、
正
倉
院
文
書
中
の
近
江
国
計
帳
と
鹿
の
子
C
遺
跡
出
土
の
計
帳
（
第
九
五
号
漆
紙
文

書 、
図
17)
の
例
の
よ
う
に 、
統
計
的
部
分
を
伴
わ
な
い
歴
名
部
分
の
み
の
も
の
（
計
帳
手
実）
で 、
各

郡
家
で
取
り
纏
め
て
国
府
へ
上
申
さ
れ
た 。
第
二
段
階
は 、
国
府
に
お
い
て 、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
名
を
浄
桁

す
る
と
と
も
に
統
計
的
部
分
と
別
項
記
載
を
付
記
し
た
も
の
が
作
成
さ
れ
る 。
こ
れ
が
国
府
に
備
え
ら
れ

る
計
帳
歴
名
と
な
る（
平
川
南「
漆
紙
文
懇
の
研
究
j

総
論
第
四
章 、
一
九
八
九
年
七
月 、
吉
川
弘
文
館） 。



図18 計帳断簡 （多賀城跡・ 第21次
調査出土第96号漆紙文書）

白線は統計部分記載にあたっての
基準となる横堡界線の位置を示して
いる。 この存在によって本計恢が国
府に備え四かれた計帳歴名である こ
とが判明した。

餡尺約X

本
計
帳
は
歴
名
で
あ
る
が 、
こ
れ
が
二
段
階
の
ど
ち
ら
に
あ
た
る
も
の
か
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る 。

本
計
帳
と
の
比
較
に
有
益
な
例
と
し
て
は 、
多
賀
城
跡
出
土
計
帳
断
簡（
第
九
六
号
漆
紙
文
書 、
図
18)

が
あ
り 、
こ
の
計
帳
の
場
合
に
は 、
界
線
の
様
式
が
統
計
部
分
の
存
在
を
示
し
て
い
た
こ
と
か
ら 、
国
府

の
書
生
に
よ
っ
て
浄
む
さ
れ
た 、
国
府
に
備
え
置
か
れ
た
計
帳
歴
名
と
判
断
さ
れ
た 。
す
な
わ
ち 、
横
界

線
が
紙
面
上
部
の
人
名
を
列
記
し
た
部
分
の
中
ほ
ど
の
位
誼
に
一
本
あ
り 、
こ
れ
が
計
帳
首
部
の
統
計
部

分
の
項
目
に
合
わ
せ
て
引
か
れ
た
横
界
線
の
う
ち
の一
本
と
考
え
ら
れ
る 。
こ
の
計
帳
に
は
記
載
内
容
に

別
項
部
分
が
見
ら
れ 、
ま
た
書
体
も
真
書
（
楷
魯
体）
で
あ
っ
た 。

本
計
隈
の
場
合
に
も 、
現
状
で
確
認
で
き
る
横
界
線
の
う
ち 、
上
か
ら
三
本
目
の
も
の
は
人
名
列
記
部

分
を
横
切
る
形
で
引
か
れ
て
お
り 、
こ
れ
は
統
計
的
記
載
や
別
項
記
載
に
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る 。
ま

た 、
戸
口
数
異
動
に
つ
い
て
の
別
項
記
載
と
み
ら
れ
る
部
分
を
備
え
て
い
る
こ
と 、

書
体
が
整
っ
た
真
也

（
楷
杏
体）
で
あ
る
こ
と 、
数
字
が
大
字
（
登
・

煎
な
ど）
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
し
て 、
国
府
で
浄

書
さ
れ
た
計
帳
歴
名
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る 。

四
号
文
書

- -ヽ
形

状

本
漆
紙
は 、
土
師
器
に
付
着
し
た
状
態
の
ま
ま
出
土
し
た 。
残
存
部
分
は 、
長
径
八
•

八
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル 、
短
径
八
•

四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
で
あ
り 、
オ
モ
テ
面
に
十
二
文
字
を
確
認
で
き
る 。
墨
痕
の
残
り

具
合
は
良
好
で
あ
る 。

ま
た 、
行
間
部
分
に
も
わ
ず
か
に
薄
く

母
痕
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら 、
漆
付
着
面
に
も
文
書
が
存
在

す
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
た 。
し
か
も 、
オ
モ
テ
面
の
文
書
の
墨
痕
の
残
存
が
良
好
な
状
態
で
あ
る
こ
と
か

ら
推
し
て 、

漆
付
着
面
の
文
書
は
風
化
せ
ず
完
全
な
形
で
遺
存
し
て
い
る
と
み
ら
れ
た 。

こ
う
し
た
場
合
の
漆
付
着
面
の
文
字
の
検
出
方
法
は 、

漆
が
硬
質
で
し
か
も
こ
れ
の
溶
剤
が
な
い
こ
と

か
ら 、
漆
紙
の
表
面
を
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー

な
ど
を
用
い
て
薄
く
削
り

取
り 、

透
け
て
見
え
る
堡
痕
を
左
文
字

と
し
て
確
認
す
る
以
外
に
は
な
い 。
本
漆
紙
の
場
合
も 、
オ
モ
テ
面
の
墨
痕
を
削
ら
な
い
よ
う 、
オ
モ
テ

15 



図19 4 号文書赤外線テレ ピ写真 （オモテ面）

図20 4 号文書赤外線テレピ写真 （漆付沿面 ・ 裏焼）
オモテ面の行間をグライ ンダーで削 り 取 る と 、 漆付沿面に害かれた一次文害

が左文字 （写真は裏焼きで正位文字 となっている） で現れた。

縮尺X

縮尺X
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図21 4 号文書と土師器杯
杯の内面には漆液とみられる薄い膜が残存しており 、 漆紙はその上を覆って杯に密着している。 漆塗 り の

作業におけるバレッ ト と フタ紙のあ り かたを示す好資料である。

面
の
文
む
の
行
間
の
み
に
限
っ
て
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー

で
削
り
取
っ
て
い
く
と 、

実
に
鮮
や
か
に
漆
付
着
面
の

文
書
が
左
文
字
で
表
出
し
て
き
た 。

た
だ
し 、

界
線
の
有
無
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
か
っ
た 。
な
お 、

こ
の
作
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
原
状
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が 、

作
業
以
前
の
状
態
を
写
真
に
よ
っ

て
記
録
し 、
ま
た
削
り

取
る
作
業
過
程
は
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
の
画
像
を
ビ
デ
オ
テ
ー

プ
に
記
録
し
た 。

新
た
に
表
出
し
た
文
書
は 、

書
体
が
楷
書
体
で一
文
字
の
大
き
さ
は
方
約
0•
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル 、

行
間
も一
•

五
S一
•

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
と
小
さ
く 、

帳
簿
類
と
判
断
で
き
る 。
オ
モ
テ
面
の
文
書
が

行
雹
体
に
近
く 、

文
字
の
大
き
さ
が
方
約一
•

四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル 、

行
間
約
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
で
あ

る
こ
と
と
比
較
す
る
と 、

現
状
で
の
漆
付
着
面
に
朽
か
れ
て
い
る
左
文
字
の
文
書
が
一
次
文
雹
で
あ
り 、

オ
モ
テ
面
の
文
書
は
二
次
文
書
と
み
る
こ
と
が
で
き
る 。

な
お 、

本
漆
紙
の
付
着
し
て
い
る
土
師
器
は 、
八
世
紀
前
葉
の
多
賀
城
創
建
期
（
養
老
S

神
亀
頃 、
七

一
七
S

七
二
九
年）
に
相
当
す
る
時
期
の
も
の
で
あ
る 。

釈

文

[
オ
モ
テ
面]

出
挙
八
百
州
四
束

口
貸一
百
九
束

[
漆
付
着
面]形

見
豆
丁

□
戴
課
見
輸

戸
男
獲
子

紐
戸

戸
叔
父
那

畔

町
六

戸
女
古
祢
眸

8
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S
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御野国味蜂間郡春部里戸籍図22

三 、
内

容

一
次
文
書
は
次
の
よ
う
な
記
載
と
な
っ
て
い
る 。

一
行
目

18 

二
行
目

の
歴
名

([
人
名
（
姓
を
記
さ
な
い)]
＋
[
年
齢・
年
齢
区
分
（
割
書)]）

課
見
輸
の
口
数
集
計

不
課
口
（
小
子・
者
老・
女
性）
の
歴
名

(「
戸」
+
[
続
柄
（
男・
叔
父
・

女）]

+
[
人
名
（
姓
を
記
さ
な
い)]
＋
[
年
齢・
年
齢
区
分
（
割
柑）]）

課
口
（
正
丁）

三
S

五
行
目

こ
れ
を
見
る
と 、

①
 

②
 

課・
不
課
の
別
の
記
載
と
そ
の
集
計

人
名
と
年
齢
お
よ
び
年
齢
区
分

を
記
し
て
お
り 、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
要
素
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら 、
一
応
計
帳
様
文
書
と
み
な
す
の
が
穏

当
で
あ
ろ
う 。

し
か
し 、
次
の
点
は 、
八
世
紀
前
半
の
現
存
戸
籍
・

計
帳
の
類
例
の
中
で
は
注
目
す
べ
き
特
徴
と
い
え

よ
う 。

歴
名
記
載
に
つ
い
て
「
戸」
+
[
続
柄]
+
[
人
名]
+
[
年
齢・
年
齢
区
分
（
割
書)]
と
し 、

人
名
に
姓
を
記
さ
な
い
こ
と 。

課
D
と
不
課
口
の
歴
名
を
分
け
て
記
し 、
そ
れ
ぞ
れ
の
末
尾
に
集
計
を
記
す
こ
と 。

不
課
口
の
歴
名
内
の
戸
口
配
列
は
男
女
の
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と 。

こ
の
う
ち
B
に
つ
い
て
は
他
に
例
を
み
な
い
が 、
次
に
掲
げ
る
多
賀
城
跡
出
土
第
九
六
号
漆
紙
文
書
（
図

18)
の
計
帳
断
簡
別
項
部
分
と
の
関
連
性
も
考
え
ら
れ
よ
う 。

（
恨
力）

0
得
戸
別
項

A B
 

c
 

LJ
口一
人

G
IIJ
カ）

（
六
カ]

D

部
継
刀
自
賣
年
廿
口



陸奥国戸口損益帳図23

ぇ女
上
件
之
を
笥
角
凡

こ
こ
で
は
女
性一
名
だ
け
が
対
象
で
あ
る
た
め
に
記
述
は
詳
し
く
な
い
が 、
課
口
•

不
課
口
ご
と
に
人
名

を
列
記
し
集
計
す
る
（
こ
の
例
で
は
集
計
は
人
名
列
記
の
冒
頭
と
な
っ
て
い
る）
書
式
と
も
考
え
ら
れ
る

点
に
類
似
性
が
見
ら
れ
る 。
A 、
C
に
つ
い
て
は 、
似
た
例
と
し
て
大
宝
二
年
（
七
0
二）
御
野
国
戸
籍 、

和
銅
元
年
（
七
0
八）
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
が
あ
る 。

0
大
宝
二
年
御
野
国
味
蜂
間
郡
春
部
里
戸
籍

上
政
戸
國
造
族
石
足
戸
口
十
三

彗一

彗

下
；

戸
主
石
足

耗可

戸
主
兄
國
足

醒
TAf

四

戸
主
弟
高
嶋

狂翌

嫡
子
八
十
麻
呂

餌
止

次
大
熊

碍
研

次
廣
國

舛
ば

戸
主
甥
奈
世
麻
呂

研
叶

戸
主
母
國
造
族
麻
奈
賣

註
廷

七

大
罷
児
阿
尼
賣

餌
仁

緑
児

井
十

正
女
二
井
三

緑
女一嫡

子
安
倍

坪
和

戸
キ
弟
久
留
麻
呂

醒
Tlt

五

羹
乎

舛
ば

戸
キ
妻
國
造
族
志
祁
多
女

註
紐

二

（
正
倉
院
文
書
・

続
修
四 、
「
大
日
本
古
文
書」
一
ー一
、

図
22)

0
和
銅
元
年
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳

戸
主
丸
子
部
忍
年
八
十
四
者
老
太
打二
年
籍
里
内
戸
主
丸
子
部
子
尻
分
折
今
移
来

子
忍
羽
年
升
九

正
丁

次
忍
人
年
升一
「
次
忍
人
年
升一
」

正
丁

次
子
真
人
年
十
九

少
丁

戸
主
要
同
族
古
夜
年
五
十
三

正
女

児
刀
自
年
升
七

正
女

次
乎
刀
自
年
十

小
女

上
件
六
人
忍
従
移
来

戸
主
大
田
部
赤
麻
呂
年
升
五
正
丁
太
買二
年
籍
郡
内
郡
上
里
戸
主
大
田
部
伊
須
伎
戸
戸
主
子
今
為
戸
主
全
戸
移
来

年
冊
七

戸
主
叔
父
甲

子
麻
呂
年
十
八

正
丁

少
丁

（
正
倉
院
文
害•
正
集
二
六 、
『
大
日
本
古
文
害」
一
ー

三
0
七
S

三
0
八 、
図
23)
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政庁と 政庁南面道路 （多賀城跡）

図25 石組暗渠 （多賀城跡 ・ 第44次調査）
政庁と南門を結ぶ道路の下に設けられた。

多賀城創建期のものである。

図24

歴
名
記
載
に
つ
い
て 、
「
戸
主」
+
[
続
柄]
+
[
人
名]
+
[
年
齢・
年
齢
区
分]
と
し 、
人
名

が
戸
主
と
同
姓
の
場
合
は
姓
を
記
さ
な
い
こ
と 。

同一
の
戸
内
で
は
男
女
順
の
記
載
と
な
っ
て
い
る
こ
と 。

と
い
う
点
で 、
本
文
書
と
類
似
す
る 。

ま
た 、
多
賀
城
の
中
心 、
政
庁
と
南
門
を
結
ぶ
政
庁
南
面
道
路
跡
の
石
組
暗
渠
の
裏
込
め
土
か
ら
出
土

し
た
木
簡
群
の
中
の
第一
号
木
簡
は 、
本
文
愈
と
深
く
関
連
す
る
史
料
と
み
ら
れ
る
（
平
川
南
「
多
賀
城

の
創
建
年
代」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
j

五
O 、
一
九
九
三
年
二
月 、
三
六
頁
の
釈
文
に
よ
る） 。

「
口DJ黒

万
呂
姉
占マ
麻
用
賣

弟
万
呂
母
占
マ
小
冨
賣
口

戸
主
同
族
n
LJ

こ
の
木
簡
は
単
な
る
歴
名
記
載
で
は
な
く 、

戸
籍
原
薄
か
ら―
つ
の
戸
の
構
成
を
そ
の
ま
ま
抜
書
き
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ 、
そ
の
書
式
の
特
色
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る 。

All

歴
名
記
載
が
[
人
名]
＋
[
続
柄]
＋
[
人
名]
と
な
つ
て
い
る
こ
と

o

男
女
順
の
戸
口
配
列
法
を
と
っ
て

ン
る
こ
と 。

”
 C

し

DII

「
戸
主
同
族」
の
記
載
が
あ
る
こ
と 。

ぶ•
CII
の
二
点
も
本
文
魯•
御
野
国
戸
籍
・

陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
に
類
似
す
る 。

DII
の
点
は
陸
奥
国
戸

口
損
益
帳
に
し
か
見
ら
れ
な
い
が 、
御
野
国
戸
籍
に
は
「
戸
主
同
党」
と
い
う
類
似
の
記
載
が
見
ら
れ
る 。

以
上
の
三
点
は 、
大
宝
二
年
（
七
0
二）
西
海
道
戸
籍
・

養
老
五
年
（
七
ニー
）
下
総
国
戸
籍
（
西
海

道
型
戸
籍）
と
は
異
な
る
記
載
様
式
で
あ
る 。

0
大
宝
二
年
筑
前
国
嶋
郡
川
辺
里
戸
籍

戸
主
卜

部
乃
母
曽
年
眸
拾
玖
歳

母
葛
野
部
伊
志
買
年
漆
拾
陣
歳

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

ー
A
 

C
' 

正
丁

課
戸

音
女

20 
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図26 木商
（多賀城跡 ・歴44次調査出

第 1 号）



〔
補
足
説
明
〕

多
賀
城
跡
第
四

十
四
次
調
査
第
一

号
木
簡
（

戸
籍
抜
書
木
簡
）

に
つ
い

て

〈

本
文
二

十
頁
＞

多
賀
城
跡
第
四
十
四

次
調
査
政
庁
南
面
道
路
跡
の
石
組
暗
渠
の

裏
込
め
土
か

ら
出
土
し
た
木
簡
群
の
廃
棄
年
代
は
、

そ
の

内
容
の
検
討
か
ら
養
老
五
年
四
月

以
降
間
も
な
い

時
期
と
考
え
ら
れ
、

養
老
五
年
籍
以
前
の

特
徴
を
備
え
た
戸
籍

抜
書
木
簡
（

第
一

号
木

簡
）

は
、

お
そ
ら
く
和
銅
七
年
籍
か
ら
の

抜
書
で
あ
る

と
想
定
さ
れ
る
（

詳
し
く
は
平
川
南
「

多
賀
城
の
創
建
年
代
」

参
照
）
。
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図27 筑前国嶋郡川辺里戸籍

妻
卜

部
甫
西
豆
賣
年
碑
拾
漆
歳

男
卜

部
久
漏
麻
呂
年
拾
玖
歳

男
卜

部
和
僻
志
年
陸
歳

女
卜

部
僻
吾
良
賣
年
拾
陸
歳

女
卜

部
乎
姻
吾
良
賣
年
拾
参
歳

従
父
弟
卜

部
方
名
年
陣
拾
陸
歳

妻
中
臣
部
比
多
米
賣
年
参
拾
漆
歳

男
卜

部
黒
年
拾
漆
歳

男
卜

部
赤
猪
年
拾
陸
歳

男
卜

部
乎
許
自
年
煎
歳

女
卜

部
比
佐
豆
賣
年
拾
捌
歳

女
卜

部
赤
賣
年
拾
参
歳

女
卜

部
羊
賓
年
玖
歳

女
卜

部
麻
呂
賣
年
登
歳

上
件
四
口
嫡
女

丁
妻

少
丁

嫡
子

小
子

嫡
弟

小
女

小
女

上
件
二
口
嫡
女

正
丁

丁
妻

少
丁

嫡
子

小
子

緑
児

次
女

上
件
二
口
嫡
弟

小
女

小
女

緑
女

（
正
倉
院
文
書
•

正
集
三
八 、
『
大
日

本古
文
害
J

I
 

-
九
七
S

九
八 、

図
27)

大
宝
二
年
籍
で
は
御
野
型
戸
籍
と
西
海
道
型
戸
籍
の
両
様
が
併
存
し
て
い
た
が 、
陸
奥
国
の
場
合
に
は 、

戸
籍
自
体
は
残
存
し
な
い
も
の
の 、
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
や
こ
の
木
簡
の
存
在
か
ら
類
推
し
て 、
御
野
型

が
存
在
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う 。

計
帳
の
歴
名
記
載
の
場
合
に
は 、
現
存
最
古
の
神
亀
元
年
（
七
二
四）
近
江
国
計
帳
手
実
を
は
じ
め
と

し
て 、
神
亀
三
年
（
七
二
六）
山
背
国
の
各
種
の
計
帳 、
天
平
五
年
（
七
三一ーー）
右
京
計
帳
手
実
な
ど 、

す
べ
て
西
海
道
戸
籍
お
よ
び
下
総
国
戸
籍
と
同一
の
書
式
で
あ
る 。
本
文
店
は
A
.
C
の
特
徴
を
有
す
る

と
い
う
点
で 、
御
野
型
戸
籍
に
極
め
て
近
い
型
式
を
持
つ
計
帳
様
文
書
で
あ
り 、
注
目
す
べ
き
史
料
で
あ

る 。ま
た 、
本
文
内
は 、
第
三
号
文
書
と
同
様
に
楷
困
体
で
書
か
れ 、
行
間
も
整
っ
て
お
り 、
集
計
記
載
も

21 
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晶
5号文書 （展開前）図28

5 号文書見取図 （釈文 2 )図29

存
す
る
こ
と
か
ら 、
国
府
で
浄
書
さ
れ 、
保
管
さ
れ
た
帳
薄
と
考
え
ら
れ
る 。

す
い

こ

一
方 、
オ
モ
テ
面
の
二
次
文
書
に
つ
い
て
は 、
二
行
目
の
「
口
貸」
は
前
行
の
「
出
挙」
と
の
関
連
か

ら
「
借
貸」
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る 。
単
位
か
ら
考
え
れ
ば 、
当
然
稲
の
出
挙・
借
貸
で
あ
ろ
う 。
借

貸
は
周
知
の
通
り 、
無
利
息
で
貸
付
け
る
も
の
で
あ
る
が 、
実
際
に
は
無
利
息
の
官
稲
を
地
方
役
人
が
独

占
し 、
こ
れ
を
展
民
に
利
息
を
付
け
て
出
挙
し
た 。
す
な
わ
ち 、
借
貸
は
そ
の
運
用
の
末
端
に
至
っ
て
出

挙
に
変
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る 。
一
次
文
書
が
国
府
に
保
管
さ
れ
た
計
帳
様
文
書
と
す
れ
ば 、
二
次
文

相
中
の
出
挙・
借
貸
も
国
府
に
関
わ
る
も
の
か
と
推
測
さ
れ
る 。
い
わ
ゆ
る
国
司
借
貸
は
国
司
に
対
し
て

は
無
利
息
で
官
稲
を
貸
付
け
る
が 、
そ
の
貸
付
け
ら
れ
た
稲
の
処
分
は
国
司
の
自
由
に
委
ね
ら
れ 、
恐
ら

く
出
挙
さ
れ
た
で
あ
ろ
う 。
な
お 、

国
司
借
貸
制
に
つ
い
て
は 、
天
平
六
年
（
七
三
四）
に
借
貸
の
限
度

額
が
定
め
ら
れ
（「
続
日
本
紀」
同
年
正
月
丁
丑
条） 、
天
平
十
年
三
月
九
日
に
至
っ
て
国
司
借
貸
制
が
停

止
さ
れ
て
い
る
（「
貞
観
交
替
式」） 。
し
か
し
な
が
ら 、
二
次
文
書
中
の
出
挙・
借
貸
に
つ
い
て
は 、
記
載

内
容
が
断
片
的
で
あ
り 、

現
状
で
は
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る 。

22 

五
号
文
書

ヽ

形

状

本
文
書
は 、
出
土
し
た
当
初
は
不
規
則
に
折
り

畳
ま
れ
た
状
態
で
あ
っ
た 。
そ
の
状
態
で一
辺
が
ほ
ぽ

直
線
状
を
呈
し
て
い
る
こ
と
か
ら 、

折
り

畳
ま
れ
た
後
に
鋭
利
な
刃
物
な
ど
で
切
断
さ
れ
た
可
能
性
が
あ

る 。こ
の
原
状
を
写
真
に
よ
り
記
録
し
た
後 、

折
り
目
の
切
開
作
業
を
行
っ
た 。
こ
の
作
業
の
結
果 、

紙
面

を
ほ
ぼ
表
出
さ
せ
る
形
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
が 、
細
か
い
し
わ
や
紙
の
反
り
な
ど
の
た
め 、

完
全

な
平
面
に
は
で
き
な
か
っ
た 。
ま
た 、
切
開
及
び
そ
の
後
の
接
合
の
結
果 、

最
終
的
に
八
断
片
と
な
っ
た

が 、
個
々
の
断
片
は
折
り

畳
ま
れ
て
い
た
際
の
形
状
に
規
制
さ
れ
て
歪
み
が
大
き
く 、
す
べ
て
の
断
片
ど

う
し
を
接
合
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る 。
従
っ
て 、
資
料
の
提
示
の
方
法
と
し
て
は 、
個
々
の
断
片

の
写
真
を
お
お
よ
そ
の
位
置
関
係
に
よ
っ
て
並
べ
る
こ
と
と
し
た 。



縮尺X

こ
う
し
た
形
態
の
上
で
の
制
約
も
あ
り 、
ま
た
人
為
的
に
切
断
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ

る
こ
と
か
ら 、
本
来
の
フ
タ
紙
と
し
て
の
大
き
さ
を
推
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が 、
現

存
の
断
片
は
ほ
ぼ一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
X
1
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
範
囲
に
収
ま
る 。

二 、
釈

文

5 号文書赤外線テレピ写真

墨
痕
は 、
漆
紙
の
オ
モ
テ
面
（
漆
の
付
若
し
て
い
な
い
面）
に
二
種
類
の
も
の
を
確
認
で

き
る（
以
下 、
釈
文
l．

釈
文
2
と

称
す
る） 。
紙
背
は
漆
が
付
若
し
て
い
る
た
め 、
墨
痕
の

存
否
は
確
認
で
き
な
い 。

[
釈
文
1]

麻
呂
参

〔
麻
呂
力〕

（
拾〕

□
口
眸
口

□
□
参

図30

吉
D
侯
部ロカ）

侯
口〔

墨
力）

木
口

[
釈
文
2]

「
人」

（
良
力）

「
口」
な
ど 、
墨
痕
多
数
あ
り 。

三 、
内

容

[
釈
文
1]

細
い
筆
致
で
小
さ
く

（
方
約
七
s1

0
ミ
リ
メ
ー
ト

ル）
書
か
れ
た
文
字
群
で 、
六
行
確
認
で
き
る 。

字
体
は
楷
書 、
数
字
は
大
字
で
書
か
れ
て
い
る 。
界
線
は
現
状
で
は
認
め
ら
れ
な
い 。
行
間
は一
九
S

ニ

ー
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
で
あ
る 。
記
載
内
容
は
[
人
名]
＋
[
数
量〕
を
列
記
し
た
帳
簿
類
と
考
え
ら
れ
る o

し

か
し 、
下
半
分
の
残
存
状
況
が
悪
く 、
数
屈
の
単
位
は
不
明
で
あ
り 、
帳
簿
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い 。

な
お 、
人
名
に
見
ら
れ
る
「
吉
口
侯
部」
は
「
吉
美
侯
部」
あ
る
い
は
「
吉
弥
侯
部」
と
推
定
さ
れ
る 。

23 



「
キ
ミ
コ
ベ
」
の
表
記
に
つ
い
て
は 、
「
君
子
部」
が
「
吉
美
侯
部」
に
改
め
ら
れ
た
の
は
天
平
勝
宝
九
歳

(
11

天
平
宝
字
元
年 、
七
五
三）
三
月
乙
亥
（「
続
日
本
紀
j
)

で
あ
る
か
ら 、
本
文
朽
は
こ
れ
以
降
に
書

か
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る 。

24 

[
釈
文
2]

釈
文
1
と
同一
面
に
太
い
筆
致
で
大
き
く
（「
人」
字
で
方
約
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル）
書
か
れ
た
文
字
群

で
あ
る 。
墨
痕
は
ま
ん
べ
ん
な
く
存
す
る
が 、
文
字
と
し
て
認
識
で
き
る
の
は
少
数
で
あ
る 。
ま
た 、
行

（
図
29) 。

を
揃
え
て
記
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い

釈
文
1
と
の
先
後
関
係
は 、
正
式
の
帳
簿
や
そ
の
控
え
が
書
か
れ
た
後
に
比
較
的
雑
な
文
字
が
む
き
加

え
ら
れ
る
の
を
通
例
と
す
れ
ば 、
楷
書
で
行
が
揃っ
た
釈
文
1

が
書
か
れ
た
後
に
釈
文
2
が
書
か
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う 。
両
者
の
内
容
上
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が 、
釈
文
2
が
釈
文
1
の
行
を
意
識
し
て
お
ら
ず 、

墨
痕
が
重
な
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
こ
と
か
ら
み
て 、

釈
文
1
の
帳
簿
に
関
連
し
た
追
記
と
は
考
え
に
く

く 、

釈
文
1

の
帳
簿
の
廃
棄
後
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う 。
釈
文
2
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が 、
「
人」

字
の
上
の
文
字
も
「
人」
の
可
能
性
が
あ
り 、
同一
文
字
を
繰
り

返
し
て
い
る
と
す
れ
ば 、

習
笞
の
類
で

あ
ろ
う
か 。

六
号
文
書

6 号文書 （展開前）

一
ヽ

形

状

本
漆
紙
は
漆
付
若
面
を
外
側
に
し
て
二
つ
折
に
畳
ま
れ
て
お
り 、
半
円
の
一
部
が
欠
損
し
た
形
を
呈
し

て
い
た 。
内
側
部
分
が
漆
紙
の
オ
モ
テ
面
で
あ
っ
た
た
め 、
容
易
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き 、
直
径
約一

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
円
形
が
l

部
欠
損
し
た
形
に
復
原
で
き
る 。

図31



6 号文書オモテ面赤外線テ レ ピ写真

二 、

釈

文

[
オ
モ
テ
面]

i
 

[
 

□
D
口
事 『

D
口
事

涵
付
着
面]（
天
地
逆）

図32
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男
n]
マ

9

智
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[
オ
モ
テ
面]

文
字
は
二
行
分
が
確
認
で
き
る

。

墨
痕

や
箪
跡
は
比
較
的
は
っ
き
り
し
て
い
る
が 、

「
事」

字
以
外
は
判
読
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た 。

お
そ
ら
く
二
行
と
も
同
じ
文

字
を
記
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る 。

こ

三、

内

25 



の
二
行
の
右
側
や
「
事」
字
の
下
側
は
大

き
く
空
白
に
な
っ
て
い
る 。
内
容
は
不
明

26 

と
せ
ざ
る
を
得
な
い 。

6号文害漆付着面赤外線テレ ピ写真 （天地逆）

[
漆
付
着
面]

文
字
は
四
行
分
が
確
認
で
き
る
が 、

漆

の
付
培
に
よ
っ
て
文
字
は
読
み
取
り
に
く

ぃ °
漆
紙
自
体
が
非
常
に
薄
い
状
態
で
あ

り 、
表
面
を
削
る
な
ど
の
処
理
は
控
え
た 。

一
行
目
と
二
行
目
の
間
は
二
行
目
以
降
に

比
べ
て
広
く
開
い
て
い
る 。
二
行
目
に
は

二
人
の
人
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る 。
冒
頭

の
「
男」
は
列
記
さ
れ
た
人
名
の
区
分
に

関
わ
る
語
か 、
あ
る
い
は
さ
ら
に
前
に
列

記
さ
れ
て
い
た
人
名
の
最
後
の
文
字
か 。

図33

三
行
目
も
含
め
て 、
全
体
と
し
て
の
文
書

の
性
格
は
明
ら
か
で
は
な
い 。
な
お 、
文

字
の
大
き
さ
に
は 、
や
や
ば
ら
つ
き
が
見

ら
れ
る 。

[
オ
モ
テ
面]
と
[
漆
付
着
面]
の
先

後
関
係
は
不
明
で
あ
る 。

七
号
文
書

一
ヽ

形

状

本
漆
紙
は 、
漆
付
着
面
を
内
側
に
し
て



7 号文書 （展開前）

二
つ
折
り
に
さ
れ
た
状
態
で
出
土
し
た 。
完
全
に
は
固
着
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

折
り
岱
ま
れ
た
部
分

を
展
開
し
た 。
展
開
さ
れ
た
形
状
は 、
長
径一
六
•

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、

短
径一
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル

の
ゆ
が
ん
だ
円
形
を
呈
し
て
お
り
、

縁
辺
部
に
は
曲
物
の
縁
に
沿
っ
た
と
み
ら
れ
る
漆
の
付
着
が
全
体
に

残
っ
て
い
た 。

文
字
に
つ
い
て
は
、

赤
外
線
テ
レ
ピ
カ
メ
ラ
を
用
い
て
観
察
し
て
も 、
現
状
で
は
墨
痕
を
確
認
で
き
な

ヽ4
0

図34

三 、

陸
奥
国
に
お
け
る
戸
籍・
計
帳
の
書
式
を
め
ぐ
っ
て

全
国
的
な
戸
籍
の
書
式
に
つ
い
て
は
、

正
倉
院
文
書
中
に
現
存
す
る
大
宝
二
年
（
七
0
二）
戸
籍
の
場

合
に
、

御
野
国
の
も
の
と
西
海
道
諸
国
の
も
の
と
で
大
き
な
相
違
が
あ
り 、
ま
た
簑
老
五
年
（
七
ニ―
)

下
総
国
戸
籍
と
大
宝
二
年
西
海
道
戸
籍
と
で
は
共
通
し
て
い
る 。
こ
の
た
め 、
大
宝
二
年
戸
籍
に
見
ら
れ

た
西
海
道
型
と
御
野
型
の
う
ち
西
海
道
型
が
残
り 、

御
野
型
は
消
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る 。
害

式
の
上
で
は 、
計
帳
の
歴
名
記
載
も
戸
籍
の
影
響
を
被
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う 。
現
存
す
る
計
帳
は 、

神
亀
元
年
（
七
二
四）
近
江
国
の
も
の
が
最
古
で
あ
る
が 、
こ
れ
を
含
め
て
す
べ
て
西
海
道
型
の
柑
式
と

同一
で
あ
る 。

史
料
の
残
り
方
が
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
中
で
、

美
濃
国
以
外
に 、
御
野
型
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
陸
奥
国
で
あ
る 。
陸
奥
国
に
関
し
て
は 、
正
倉
院
文
書
の
中
に
陸
奥
国
戸
口
損

益
帳
が
残
っ
て
お
り 、
こ
れ
は
大
宝
二
年
の
戸
籍
を
基
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る 。
こ
の
帳
簿
の
書
式
か
ら
間
接
的
に
大
宝
二
年
陸
奥
国
戸
籍
の
書
式
を
想
定
す
れ
ば
、

そ
れ
は

西
海
道
型
よ
り
も
御
野
型
と
共
通
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る 。

こ
の
よ
う
に 、
大
宝
二
年
戸
籍
段
階
で
は 、
全
国
的
に
見
て
二
種
類
の
書
式
が
混
在
し
た
状
況
で
あ
っ

た
が 、
そ
の
書
式
が
統一
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
養
老
五
年
（
七
ニ
ー
）
戸
籍
で
は
な
か
っ
た
か
と

考
え
ら
れ
る 。
戸
令
造
戸
籍
条
に
は
戸
籍
は
「
依
式
勘
造」
と
規
定
さ
れ
る
が 、
実
際
に
造
籍
の
た
め
の

式
が
定
め
ら
れ
た
の
は 、
「
令
集
解」
戸
令
応
分
条
古
記
所
引一
云
に
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
る
「
養
老
五
年
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